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（残余財産の帰属）

第55 条本会が清算をする場合において有する残余財産は、 社員総会の決議を経て、 公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若し

くは地方公共団体に贈与するものとする。

第 10 章公告の方法

（公告の方法）

第56条本会の公告は、 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11 章附則

（細則）

第57 条この定款に定めるもののほか、本会の連営に必要な事項は、理事会の決議により、

別に定める。

（最初の事業年度）

第58条本会の最初の事業年度は、 本会の成立の日から令和2年3月31日までとする。

（設立時役員）

第59条本会の設立時理事及び設立時監事は、 次のとおりである。

設立時理事 横山 知行

設立時理事 黒澤 淳

設立時理事 小野田 明

設立時理事 野口 晃

設立時監事 渡邊 容子

（設立時代表理事）

第60条本会の設立時代表理事は、 次のとおりである。

設立時代表理事 野口 晃

（設立時社員）

第61条本会の設立時社員の氏名又は名称は、 次のとおりである。

設立時社員 横山 知行

設立時社員 黒澤 淳

設立時社員 渡邊 容子

設立時社員 小野田 明

設立時社員 野口 晃
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（法令の準拠）

第62条本定款に定めのない事項は、 すべて法人法その他の法令に従う。
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